上山市体育文化センター広告掲載募集要領
	

上山市有施設等有料広告掲載要綱（平成２６年告示第１５１号。以下「要綱」という。）
に基づき、市体育施設への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

１　件名　上山市体育文化センター広告掲載
２　広告掲載の場所及び規格等
	場　　所
	規　　格
	数　量

	(1)
	アリーナステージ横壁面
	縦１．２ｍ×横５．４ｍ
	２枠

	(2)
	ホール階段
	縦０．１４８ｍ×横２．８２ｍ
	３０枠


· 位置については、市が指定する位置とする。
３　広告掲載期間
　　毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間
４　広告掲載料
	場　　所
	１枠あたり年額広告掲載料
（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

	(1)
	アリーナステージ横壁面
	４０，０００円

	(2)
	ホール階段
	　５，０００円


　　※掲載期間が１年に満たない場合は掲載料の月割りとする。
※ホール階段広告は、３０枠までのうち複数枠の応募を可能とする。また、１０枠以上
の応募時には合計金額から一定額を割り引くものとする。
１０枠～１９枠の場合　１枠分（　５，０００円）割引
２０枠～２９枠の場合　２枠分（１０，０００円）割引
３０枠の場合　　　　　３枠分（１５，０００円）割引
　※掲載中の広告に関して、塗り直しや変更等の更新を行う場合、更新した広告について
はその年度の掲載料を半額とする。
５　応募資格要件
（１）　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項各号に掲げられた者でないこと。
（２）　上山市暴力団排除条例（平成２４年条例第９号）第２条第１号、第３号の規定に該当する者でないこと、又はこれらに規定する暴力団、暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
（３）　国税及び市税の滞納がないこと。
（４）　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
（５）　要綱及び「上山市広告掲載基準」を遵守する者であること。
６　申込み期間
（１）　毎年２月１５日から３月８日まで（土曜日及び日曜日を除く。）。ただし、募集枠数に達しない場合は、随時受付を行うものとする。
（２）　受付時間
　　　　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで
（３）　受付場所
　　　　上山市河崎一丁目１番１０号（電話０２３－６７２－１１１１）
　　　　上山市教育委員会生涯学習課（本庁舎３階）
７　広告掲載の申込み方法
　　広告掲載の申込みは、次に掲げる書類を上山市教育委員会生涯学習課まで持参するものとする。なお、申込みに要する費用は申込者の負担とし、提出された書類は返還しないものとする。
（１）　上山市体育文化センター広告掲載申込書（様式第１号）
（２）　暴力団排除に関する誓約書（様式第２号）
（３）　掲載する広告内容の原稿案
（４）　法人の場合は、会社の登記簿謄本、個人事業主は身分証明書（提出期限前過去３ヶ月以内のもの）
（５）　会社概要がわかるもの
（６）　国税及び市税の滞納がないことを証明する書類（提出期限前過去３ヶ月以内のもの）
８　広告掲載期間の更新
　　引き続き継続して、広告物の掲載を希望する場合は、１年間の更新を可能とし、掲載期間が満了する１ヶ月前までに、次に掲げる書類を上山市教育委員会生涯学習課まで持参するものとする。なお、申込みに要する費用は申込者の負担とし、提出された書類は返還しないものとする。
（１）　上山市体育文化センター広告掲載申込書（様式第１号）
（２）　暴力団排除に関する誓約書（様式第２号）
９　広告掲載の決定
（１）　提出された書類に基づき、当該広告が要綱及び広告掲載基準に適合しているかを審査し、広告掲載の可否を決定する。
（２）　審査に適合したもののうち、同一の広告掲載箇所に対し複数の申込みがあった場合は、
次の順位により掲載広告を選定する。
ア　市内に事業所等を有する企業又は自営業者
イ　前項の規定によって決定することができないときには、申込み順とする。ただし、ホール階段については申込み枠数の多い事業者を優先する。
１０　広告掲載にあたっての条件
（１）　権利義務の譲渡等
広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。
（２）　費用負担等
次に掲げる費用等は、広告主の負担とする。
ア　作成、設置費用等
広告に係る作成、設置、維持管理、撤去及び原状回復等に要する費用はすべて広告主の負担とする。
広告主は、市に対し、広告掲載料を支払うこと。
イ　広告掲載料
市が別途発行する納入通知書により納入すること。
（３）　期間満了後の原状回復
広告主は、広告期間が満了したとき又は広告の掲載が取り消されたときは、速やかに
撤去し、原状回復することとする。
１１　広告主の責務
（1） 広告掲載に関する一切の費用及び業務は、広告主の負担において行うものとする。
（2） 掲示フレームは、広告主で準備し、負担するものとする。
（3） 広告主は、広告内容等の掲載又は変更を希望する場合は、事前に市と協議し、審査後、
可否の決定をすることとする。
１２　その他
広告主は、この要領に定めるもののほか、要綱及び「上山市広告掲載基準」を遵守する者であること。
１３　問い合わせ先
　　　上山市教育委員会生涯学習課　電話０２３－６７２－１１１１
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（様式第１号）
上山市体育・文化センター広告掲載申込書
　　年　　月　　日
上山市長　　氏　　　名　　様

申込者　住所（所在地）

商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　上山市庁舎広告掲載を下記のとおり関係書類を添えて申し込みます。
記
	場　　　　　所
（希望の場所の番号を○で囲んでください。）
	規　　格
	希望数量

	(1)
	アリーナステージ横壁面
	縦１．２ｍ×横５．４ｍ
	枠

	(2)
	ホール階段
	横０．１４８ｍ×横２．８２ｍ
	枠



	連絡先
	担当部署
	

	
	担当者氏名
	

	
	電話番号
	

	
	ＦＡＸ
	

	
	E-mail
	



関係書類
１　暴力団排除に関する誓約書（様式第２号）
２　掲載する広告内容の原稿案
３　法人の場合は、会社の登記簿謄本、個人事業主は身分証明書（提出期限前過去３ヶ月以内のもの）
４　会社概要がわかるもの
５　国税及び市税の滞納がないことを証明する書類（提出期限前過去３ヶ月以内のもの）
※　継続申込の場合は、２～５の書類の添付を省略することができます。
※　掲載中の広告に関して、塗り直しや変更等の更新を行う場合、更新した広告について
はその年度の掲載料が半額となります。更新を計画している場合には事前にご相談くだ
さい。

（様式第２号）

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 書
　  □私　　　□当社　は、
１　下記のいずれにも該当しません。将来においても該当することのないことを誓約します。
２　上山市との協定事案について、下記に該当する者であることを知りながら下請契約又は関連する契約（資材、原材料及び物品の購入契約並びにその他の契約）を締結することはしません。
３　下記の該当の有無を確認するために、上山市から役員名簿等の提出を求められたときは速やかに提出します。また、当該役員名簿並びに競争入札参加資格申請書及びその添付書類に記載された情報等が山形県上山警察署に提供されることについて同意します。
４　暴力団の不当な要求には応じません。また、上山市との協定事案について不当な要求を受けたときは、ただちに警察署へ通報（「110番通報等」）するとともに、上山市に報告します。
５　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が入札参加資格の制限等の不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記
○　役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、上山市暴力団排除条例（平成24年上山市条例第９号。以下「暴力団排除条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）であること。
○　暴力団（暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。
○　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。
○　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
○　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。

上山市長　様

　　年　 月　 日
　　　　　　　　　　　　住所又は所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
